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提♂禁樫紺光誓プダ生比無
氏 名 代及瑕締役 熟 敢 ゑ ア魔

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

電話番号 0973-78-8049

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 10項の規定に基づき、今和元年度の産業廃棄物処

理計画の実施状況を報告します。

産業廃棄4勿処理計画実施状況報告書

令和5年 6月 27口

殿

都道府県知事

(市長)

有限会社 九重ファーム事 業 場 の 名 称

大分県玖珠郡九重町大宇菅原555-と事 業 場 の 所 在 地

事 業 の 種 類 01 農業

令和4年4月 1日  から 令和5年3月 31日産業廃棄物処理計画における

計  画  期  間
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項 目

産 業 廃 物 の 量

全 処 理 委 託 量

産業廃棄物処理計画における目標値

項 目

排   出   量

自ら再生利用を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

自ら熱 回収 を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

自ら中間処理により減量する

産 業 廃 棄 物 の 量

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行 う

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

再生利用業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
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計画の実施状況 (産業募棄物の種類:表き つ黄ヌ罠 )

⑩のうち熱回収認定

業者以外の

熱回収を行 う業者
への処理委託量

⑭

⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

⑫

⑩のうち熱回収認定

業者への処理萎託量

〇
直接及び 自ら

中間処理 した後の

処理委託量

⑩

⑩のうち優良認定
処理業者への

処理委託量

自ら中間処理した後

自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

ら中間処理 した後

再生利用 した量
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自ら中間処理によ
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自ら中間処理 した
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自ら中間処理
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④

①のうち熱回収

⑤

②

自ら直接埋立処分又は

③

自ら直接

排   出  量

①
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有 償 物 量

不要物等発生量

実績値
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項 目

①排出量

②+⑥ 自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行った量

②自ら中間処理により減

量した量

③キ◎自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理姿託量

①優良認定処理業者への

処理委託量

⑫再生利用業者への処理

委託量

⑬熱回収認定業者への処

理委託量

①熱回収認定業者以外の

熱回収を行 う業者への処

理委託量
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計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 : 凄 き のダヒコ然 )

実績値
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項 目

①づF出量

②■⑥自ら再生不l用 を

行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中FF写処理により減

量した量

③キ⑨自ら理立処分又は

海洋投入処分を行つた量

①全処理委託量

①優良認定処理業者への

処理委託量

⑫再生利用業者への処理

委託量

⑬熱回収認定業者への処

理委託量

⑭熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処

理委託量

うち熟 回収認 定
へ の攻テ監弾碁託景

の

者

⑩

拳

⑬

⑩のうち熱回収認定

業者以外の

熱回収を行 う業者
への処理姿託量

⑭

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑫

①

③

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量
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①

⑩のうち優良認定

処理業者への

処理委託量

⑤

洋投入処分した量

自ら中間処理 した後

自ら理立処分又は

自ら中間処理 した後

再生利用 した量

自ら中間処理 した
の

③

自ら中間処理によ

た

⑫

自ら中間処理
し

④

④のうち熱回収
つ た

⑤

自ら直接
した

②

自ら直接埋立処分又は

③

排  出  量
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